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高齢施策担当部介護保険課 

 
練馬区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および 

運営等の基準に関する条例の改正について 

 

１ 改正の理由 

  介護保険法の改正によって、定員19名未満の指定通所介護事業所が地域密着型

サービスに位置づけられ、平成28年４月より区市町村が地域密着型通所介護事業

所の指定等を行うこととなった。区では、これらの改正を踏まえ、地域密着型サー

ビス等の事業に係る基準に関する条例について所要の改正を行う。 

 

２ 改正する条例 

  練馬区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等の基準に関す

る条例（平成24年12月練馬区条例第58号） 

 

３ 改正の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

  平成28年９月 改正案を平成28年第三回練馬区議会定例会に提案予定 


